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54．ハンセン病に関する教育の更なる推進について（令和５年 11 月 30 日通知） 

ハンセン病問題に関する教育を行う際に活用できる資料や事業が充実しましたので、これらを

活用し、ハンセン病問題に関する教育を更に推進をしていただくようお願いします。 

５ 初 児 生 第 2 2 号 

健生難発 1130 第１号 

法 務 省 権 啓 第 99 号 

令和５年 11 月 30 日 

 

 各都道府県教育委員会担当事務主管課長 

 各指定都市教育委員会担当事務主管課長 

 各 都 道 府 県 私 立 学 校 事 務 主 管 課 長 

 附 属学校を置く各国公立大学法人 の 

 附 属 学 校 事 務 担 当 課 長 

 構造改革特別区域法第 12 条第 1 項の認定を受けた 

 各 地方公共団体の学校事務担当課 長 

 各 国 公 立 大 学 法 人 担 当 課 長 

 大学を設置する各地方公共団体担当課長  

 各文部科学大臣所轄学校法人担当課長 

 大学を設置する各学校設置会社担当課長 

 大学又は高等専門学校を設置する公立大学 

法人を設立する各地方公共団体担当課長 

 独立行政法人国立高等専門学校機構担当課長 

 各都道府県専修学校各種学校主管課長 

 各都道府県教育委員会専修学校各種学校主管課長 

  厚 生 労 働 省 医 政 局 医 療 経 営 支 援 課 長 

  厚生労働省社会・擁護局障害保健福祉部企画課長 

 

文部科学省初等中等教育局児童生徒課長 
              伊 藤  史 恵  
 

文部科学省初等中等教育局教育課程課長 
              常 盤 木 祐 一 
 

文部科学省総合教育政策局 
男女共同参画共生社会学習・安全課長 

              安 里 賀 奈 子 
 

文部科学省高等教育局大学教育・入試課長 
            古 田  和 之 
 
厚生労働省健康・生活衛生局難病対策課長 

              山 田  章 平 
 

法務省人権擁護局人権啓発課長 
              三 宅  義 寛 
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ハンセン病問題に関する教育の更なる推進について（通知） 

 

日頃から、人権教育の推進に御尽力を賜り、厚く御礼申し上げます。 

学校におけるハンセン病問題に関する教育については、以前から御配慮いただいているところです

が、「ハンセン病家族国家賠償請求訴訟の判決受入れに当たっての内閣総理大臣談話」（令和元年７月

12 日閣議決定）において、関係省庁が連携・協力し、人権教育の強化に取り組むこととされており、

「ハンセン病に関する教育の実施について」（令和元年８月 30 日付け元初児生第 13 号文部科学省初

等中等教育局児童生徒課長・教育課程課長通知）で、その旨をお知らせし、令和３年度からは、文部

科学省、厚生労働省、法務省の３省連名で通知を発出し、関係省庁間の連携の下で一体的に施策の推

進を進めているところです。 

令和５年３月には、「ハンセン病に係る偏見差別の解消のための施策検討会」において「ハンセン病

に係る偏見差別の解消のための施策検討会 報告書」（※）が取りまとめられたところであり、ハンセ

ン病に係る偏見差別の解消に向け、より一層の教育の充実が重要となります。 

ハンセン病問題について学校で活用できる資料としては、厚生労働省が作成しているパンフレット

「ハンセン病の向こう側」や、法務省が作成している人権啓発動画及び冊子「ハンセン病問題を知る

～元患者と家族の思い～」などがあります。 

また、文部科学省においても、令和３年 12 月に、独立行政法人教職員支援機構と調整し、同機構が

提供する校内研修用の動画コンテンツの一環として、ハンセン病問題に係る講義動画を作成しました。

この動画は、学校でハンセン病問題に係る教育に真摯に取り組んでこられた校長先生による講義を収

録しております。 

さらに、厚生労働省においては、国立ハンセン病資料館に委託し、ハンセン病問題に関する専門知

識を有する学芸員の無料の出張講座（講師派遣またはオンライン）を行っているほか、厚生労働省が

委託事業において実施する講師等派遣事業では、当事者である元患者の御家族の講師派遣も行ってお

ります。 

詳細は下記のとおりですので、これらの資料や事業を活用していただき、ハンセン病問題に関する

教育を実施していただきますよう、御配意のほど、よろしくお願いいたします。 

また、大学等（高等専門学校、専修学校及び各種学校を含む）におかれても、学芸員等の講師派遣

やその他の関係施設・資料等を授業等に活用いただき、ハンセン病問題に関する教育について御配意

いただきますようお願いいたします。 

本件につきまして、都道府県教育委員会にあっては所管の学校（専修学校及び各種学校を含む。以

下同じ。）及び域内の市区町村教育委員会に対して、指定都市教育委員会にあっては所管の学校に対し

て、都道府県にあっては所轄の学校法人及び私立学校に対して、附属学校を置く国公立大学法人にあ

っては附属学校に対して、文部科学大臣所轄学校法人におかれてはその設置する学校に対して、構造

改革特別区域法第 12 条第 1 項の認定を受けた地方公共団体にあっては認可した学校設置会社及び学

校に対して、厚生労働省にあっては所管の専修学校に対して、御周知いただきますよう、よろしくお

願いいたします。 

なお、これらの資料や事業は、学校での活用に限らず、社会教育の場でハンセン病問題について学

ぶ際にも適切な内容であることから、教育委員会や社会教育施設等が開催する講座等においても活用

していただきますよう、よろしくお願いいたします。 

※「ハンセン病に係る偏見差別の解消のための施策検討会 報告書」掲載 URL 

https://pubpjt.mri.co.jp/pjt_related/kentoukai/jql43u00000010ff-att/kentoukai_20230331report.pdf  

https://pubpjt.mri.co.jp/pjt_related/kentoukai/jql43u00000010ff-att/kentoukai_20230331report.pdf
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記 

１．パンフレット「ハンセン病の向こう側」について 

厚生労働省が毎年、全ての中学校、義務教育学校、中等教育学校及び特別支援学校中等部に対して

第一学年の生徒分を配布しているパンフレット「ハンセン病の向こう側」について、令和３年８月改

訂版が厚生労働省ホームページに掲載されておりますので、積極的に活用いただきたいこと。 

印刷物については、令和５年度においては、既に、各中学校等宛てに発送しており、ハンセン病問

題に関する教育を実施していただきたいこと。 

パンフレット「ハンセン病の向こう側」を使用した国立ハンセン病資料館の学芸員の出張講座も行

っているため、先生と生徒が共にハンセン病問題について学ぶことができる場として、御活用をお願

いしたいこと。 

また、これらのパンフレット等とともに中学校等にはアンケートも合わせて送付することとしてい

るところ、各中学校等におかれては、学校現場の声を踏まえた内容の改善を図るため、回答に御協力

いただき、回答内容について問い合わせを行うこともあることを御理解いただきたいこと。 

【パンフレット掲載 URL】https://www.mhlw.go.jp/houdou/2003/01/h0131-5.html  

  

２．校内研修シリーズ「ハンセン病問題学習 差別の連鎖を断つ ―ハンセン病問題から学び、伝える

―」の活用について 

全国の学校教育関係職員に豊富で質の高い研修機会を提供するため、校外、校内、自己研修を問わ

ず、どこにいても研修が可能となるような目的で作成している約 20 分の講義動画「校内研修シリー

ズ」において、ハンセン病問題に関する講義動画を作成し、令和３年 12 月６日付けで配信を開始し

た。本動画につき、校内研修や教育委員会による研修などで積極的に活用いただきたいこと。 

【講義動画 URL】https://www.nits.go.jp/materials/intramural/100.html  

  

３．「人権教育研究推進事業」の成果の活用について 

ハンセン病問題に係るものも含め、「人権教育研究推進事業」の成果が文部科学省ホームページに掲

載されている。この中には、厚生労働省作成の中学生向けパンフレットを活用する中学校の事例や、

国立ハンセン病資料館と連携する小学校の事例などが含まれている（注）ため、各学校における指導

の検討に当たって参考としていただきたいこと。 

【成果概要 URL】https://www.mext.go.jp/a_menu/shotou/jinken/siryo/1341102.htm  

 

  

https://www.mhlw.go.jp/houdou/2003/01/h0131-5.html
https://www.mhlw.go.jp/houdou/2003/01/h0131-5.html
https://www.mhlw.go.jp/houdou/2003/01/h0131-5.html
https://www.mhlw.go.jp/houdou/2003/01/h0131-5.html
https://www.mhlw.go.jp/houdou/2003/01/h0131-5.html
https://www.nits.go.jp/materials/intramural/100.html
https://www.nits.go.jp/materials/intramural/100.html
https://www.nits.go.jp/materials/intramural/100.html
https://www.mext.go.jp/a_menu/shotou/jinken/siryo/1341102.htm
https://www.mext.go.jp/a_menu/shotou/jinken/siryo/1341102.htm
https://www.mext.go.jp/a_menu/shotou/jinken/siryo/1341102.htm
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（注）小学校の事例では、国立ハンセン病資料館の学芸員からハンセン病についてオンラインで学ぶ

授業を総合的な学習の時間で行っている。また、中学校の事例では、厚生労働省作成の中学生向けパ

ンフレットを特別の教科道徳の指導で活用している。 

 

４．人権啓発動画及び冊子「ハンセン病問題を知る～元患者と家族の思い～」について 

法務省が作成した人権啓発動画「ハンセン病問題を知る～元患者と家族の思い～」は、元患者やそ

の家族のエピソードのアニメや、国立ハンセン病資料館の学芸員による解説で構成されている 34 分

の動画で、YouTube 法務省チャンネルに掲載されているほか、法務局や地方法務局、（公財）人権教育

啓発推進センターが運営する人権ライブラリーにおいてＤＶＤの貸出しも行っている。また、動画に

準じた内容の人権啓発冊子も作成している。いずれも主に、小中学生向けとして作成されたものであ

るため、各小中学校においてハンセン病問題に関する教育を実施する際には、本動画等を活用いただ

きたいこと。 

また、法務局又は地方法務局の人権擁護委員が学校を訪問して実施している人権教室においても、

本動画を使用した教育を行うことができるため、各学校におかれては、人権教室を活用したハンセン

病問題に関する教育についても積極的に検討いただきたいこと。 

【啓発動画掲載 URL】 https://www.youtube.com/watch?v=gPH5b_CDwto  

  

【活用の手引き等掲載 URL】 https://www.moj.go.jp/JINKEN/jinken04_00151.html  

  

【人権ライブラリー】 https://www.jinken-library.jp  

  

 

５．学芸員等の講師派遣について（無料） 

ハンセン病問題に関する教育を実施する際には、ハンセン病問題に関する専門知識を有する国立ハ

ンセン病資料館の学芸員の出張講座の御活用をお願いしたい。なお、費用については国費での負担で

あり、オンラインでの講演も可能である。 

また、厚生労働省では、委託事業において、当事者である元患者の御家族を講師として派遣する事

業も実施しており、こちらも費用については国費により負担するのでその活用についても検討いただ

きたいこと。 

 

https://www.youtube.com/watch?v=gPH5b_CDwto
https://www.youtube.com/watch?v=gPH5b_CDwto
https://www.moj.go.jp/JINKEN/jinken04_00151.html
https://www.moj.go.jp/JINKEN/jinken04_00151.html
https://www.jinken-library.jp/
https://www.jinken-library.jp/
https://www.jinken-library.jp/
https://www.jinken-library.jp/
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６．その他活用できる関係施設・資料等について 
１～５のほかにも、ハンセン病問題に関する教育に活用できる関係施設や資料等がある。各学校の

実情に応じて、これらの関係施設や資料等を活用いただき、ハンセン病問題に関する教育や、教員の
研修を実施していただきたいこと。 
 
＜添付資料＞ 
（別添１）パンフレット「ハンセン病の向こう側」  
（別添２）パンフレット「ハンセン病の向こう側」指導者向け教本  
（別添３）校内研修シリーズ「ハンセン病問題学習 差別の連鎖を断つ ―ハンセン病問題から学び、

伝える―」（概要） 
（別添４）「人権教育研究推進事業」の成果事例  
（別添５）人権啓発動画「ハンセン病問題を知る～元患者と家族の思い～」概要 
（別添６）人権啓発動画「ハンセン病問題を知る～元患者と家族の思い～」活用の手引き 
（別添７）国立ハンセン病資料館出張講座（学芸員） 
（別添８）講師等派遣事業（御家族） 
（別添９）その他関係施設・資料等 
 

【本件連絡先】 
（初等中等教育（学校における人権教育）について） 

 文部科学省初等中等教育局児童生徒課指導係 
                           若林、櫻井 
                           TEL：03-5253-4111（内線 3291） 
                           E-mail：jidous@mext.go.jp 
 

（初等中等教育（学習指導要領）について） 
 文部科学省初等中等教育局教育課程課教育課程総括係 

                           川口、齊藤、木村 
                           TEL：03-5253-4111（内線 2075） 
                           E-mail：kyoiku@mext.go.jp 
 

（社会教育について） 
 文部科学省総合教育政策局 
男女共同参画共生社会学習・安全課共生社会学習企画係 

                           時枝、伊藤、小林 
                           TEL：03-5253-4111（内線 3276） 
                           E-mail：kyousei@mext.go.jp 
 

（大学及び高等専門学校について） 
   文部科学省高等教育局 

大学教育・入試課学務係 
山田、久保 
TEL：03-5253-4111（内線 3334） 

                           E-mail：gakumu@mext.go.jp 
 
            （専修学校及び各種学校について） 

   文部科学省総合教育政策局 
生涯学習推進課専修学校教育振興室専修学校第一係 
船木、髙田 
TEL：03-5253-4111（内線 2915） 

                           E-mail：syosensy@mext.go.jp 
 

（パンフレット「ハンセン病の向こう側」、国立ハンセン病資料館、 
講師等派遣事業について） 

                            厚生労働省健康・生活衛生局難病対策課ハンセン病係 
                            岩倉、平塚 
                            TEL：03-5253-1111（内線 2980、2369） 
 

（人権啓発動画「「ハンセン病問題を知る」～元患者と家族の思い～」、人権教室について） 
                            法務省人権擁護局人権啓発課人権啓発第二係 
                            安部、野田 
                            TEL：03-3580-4111（内線 5877） 
                            E-mail：keihatsu@i.moj.go.jp 

mailto:jidous@mext.go.jp
mailto:kyoiku@mext.go.jp
mailto:kyousei@mext.go.jp
mailto:gakumu@mext.go.jp
mailto:syosensy@mext.go.jp
mailto:keihatsu@i.moj.go.jp
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55．アイヌの人々の誇りが尊重される社会を実現するための施策の推進に関する法律の施行

について（令和元年６月６日通知） 

元 文 庁 第 2 3 1 号  

令和元年６月６日  

各都道府県教育委員会教育長 

各指定都市教育委員会教育長 

各 都 道 府 県 知 事 

各 国 公 私 立 大 学 長 

各国公私立高等専門学校長 

構造改革特別区域法第 12 条第 1 項の 

認定を受けた各地方公共団体の長 

各大学共同利用機関法人の長 

国 立 教 育 政 策 研 究 所 長 

文化庁関係各独立行政法人の長 

               

文部科学事務次官  

藤 原   誠  

      

 
 （印影印刷）    

   

 
アイヌの人々の誇りが尊重される社会を実現するための施策の推進 
に関する法律の施行について（通知） 

 
この度，第 198回国会において成立した「アイヌの人々の誇りが尊重される社会を実現するための施

策の推進に関する法律」（平成 31年法律第 16号。以下「法」という。）が，令和元年 5月 24日から施
行されました。 

本法の概要は下記のとおりですので，法の趣旨に沿って，アイヌ文化を継承する者の育成やアイヌに
関する国民の理解の促進，アイヌ文化振興等に資する調査研究の推進等を図るようお願いします。 

また，各都道府県教育委員会におかれては，所管の学校や関係機関及び域内の市区町村教育委員会に
対して,各指定都市教育委員会におかれては,所管の学校や関係機関に対して,各都道府県知事におかれ
ては,所轄の学校法人及び学校等に対して,構造改革特別区域法第 12条第 1項の認定を受けた各地方公
共団体の長におかれては,所轄の学校設置会社及び学校に対して,国公立大学長におかれては,その管下
の学校等に対して,各法人にあっては,管下の研究機関や博物館等に対して本件の周知をお願いします。 

なお,本法の施行に伴い,「アイヌ文化の振興並びにアイヌの伝統等に関する知識の普及及び啓発に関
する法律」（平成９年法律第５２号）は廃止となります。 

法の条文及び関係する政令,省令は,文化庁のホームページ（www.bunka.go.jp）に掲載していますの
で,ご参照ください。 

記 
第１ 法律の概要 
１ 総 則 
 (1) 目 的（第 1条） 
    この法律は,日本列島北部周辺，とりわけ北海道の先住民族であるアイヌの人々の誇りの源泉であ

るアイヌの伝統及びアイヌ文化が置かれている状況並びに近年における先住民族をめぐる国際情
勢に鑑み，本法に定める規定により，アイヌの人々が民族としての誇りを持って生活することがで
き，その誇りが尊重される社会の実現を図り，もってすべての国民が相互に尊重し合いながら共生
する社会の実現に資することを目的とするものであること。 

(2) 基本理念（第 3 条,第 4条） 
ア アイヌ施策の推進は，アイヌの人々の民族としての誇りが尊重されるよう，アイヌの伝統等，

多様な民族の共生，多様な文化の発展について国民の理解を深めることを旨として行われなけ
ればならないこと。 

    イ アイヌ施策の推進は，アイヌの人々が誇りを持って生活することができるよう，アイヌの人々
の自発的意思の尊重に配慮しつつ，行われなければならないこと。 

殿 

http://www.bunka.go.jp/
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    ウ アイヌ施策の推進は，国，地方公共団体その他関係する者の相互の密接な連携を図りつつ，ア
イヌの人々が北海道のみならず全国において生活していることを踏まえて全国的な視点に立
って行われなければならないこと。 

    エ 何人も，アイヌの人々に対して，アイヌであることを理由として，差別することその他の権利
利益を侵害する行為をしてはならないこと。 

 (3) 国及び地方公共団体の責務（第 5条） 
   ア 基本理念にのっとり，アイヌ施策を策定し，及び実施する責務を有すること。 
   イ アイヌ文化を継承する者の育成について適切な措置を講ずるよう努めなければならないこと。 
   ウ 教育活動，広報活動その他の活動を通じて，アイヌに関し，国民の理解を深めるよう努めなけ

ればならないこと。 
   エ 国は，アイヌ文化の振興等に資する調査研究を推進するよう努めるとともに，地方公共団体が

実施するアイヌ施策を推進するために必要な助言その他措置を講ずるよう努めなければなら
ないこと。 

 (4) 国民の努力（第 6条） 
      国民は，アイヌの人々が民族としての誇りを持って生活することができ，及びその誇りが尊重さ

れる社会の実現に寄与するよう努めるものとすること。 
 
２ 基本方針等 
 (1) 基本方針（第 7 条） 
    政府は，アイヌ施策の総合的かつ効果的な推進を図るための基本的な方針を定めなければならな

いこと。 
 (2) 都道府県方針（第 8条） 
    都道府県知事は，基本方針に基づき，当該都道府県の区域内におけるアイヌ施策を推進するため

の方針を定めるよう努めるものとすること。 
 
３ アイヌ施策推進地域計画の認定等 
 (1) アイヌ施策推進地域計画の認定（第 10 条） 
   ア 市町村は，単独で又は共同して，基本方針に基づくとともに，都道府県方針を勘案し，アイヌ

施策推進地域計画を作成し，内閣総理大臣の認定を申請することができること。 
   イ 市町村は，アイヌ施策推進地域計画を作成しようとするときは，これに記載しようとする事業

（法第 10 条第 2 項第 2 号に規定する事業）を実施する者の意見を聴かなければならないこ
と。 

   ウ 法第 10 条第 2 項第 2 号イからホまでのいずれかの事業（アイヌ文化の保存継承に資する事
業,アイヌの伝統等に関する理解に資する事業等）を実施しようとする者は，市町村に対して
アイヌ施策推進地域計画を作成することを提案することができること。 

 
４ 認定アイヌ施策推進地域計画に基づく事業に対する特別の措置 

(1) 交付金の交付等（第 15条） 
   国は，認定市町村に対し，認定アイヌ施策推進地域計画に基づく事業（法第 10 条第 2 項第 2 号

に規定するものに限る。）の実施に要する経費に充てるため，予算の範囲内で交付金を交付すること
ができること。 

(2) 地方債についての配慮（第 19条） 
    認定市町村が認定アイヌ施策推進地域計画に基づいて行う事業に要する経費に充てるため起こ

す地方債については，国は，当該市町村の財政状況が許す限り起債ができるよう，及び資金事情が
許す限り財政融資資金をもって引き受けるよう特別の配慮をするものとすること。 

 
５ 指定法人（第 20条,第 21 条）   

国土交通大臣及び文部科学大臣は，民族共生象徴空間構成施設の管理やアイヌ文化振興等の業務を
行う法人を全国を通じて一に限り，指定することができること。 

 
６ アイヌ政策推進本部（第 32～37条） 

内閣に，内閣官房長官を本部長とし，関係閣僚を本部員とするアイヌ政策推進本部を設置し，基本方
針案の作成や実施の推進，アイヌ施策で重要なものの企画及び立案に関することなどをつかさどるこ
と。 

 
第２ 留意事項 

法第 5 条第 3 項において，「国及び地方公共団体は，教育活動，広報活動その他の活動を通じて，
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アイヌに関し，国民の理解を深めるよう努めなければならない。」と規定されているほか,衆議院及び
参議院の国土交通委員会において，法の運用に関して,次の点に留意するよう決議されています。 

各地方公共団体及び各教育・文化関係機関等にあっては,これらの趣旨について十分に留意の上,
アイヌに関する教育,アイヌ語・アイヌ文化の振興,施策の展開等に取り組んでいただくようお願いし
ます。 

 
「アイヌの人々の誇りが尊重される社会を実現するための施策の推進に関する法律案に対する附帯
決議（抜粋）」 
（衆議院） 
「三 アイヌの人々に対する差別を根絶し，アイヌの人々の民族としての誇りの尊重と共生社会の
実現を図るため，アイヌに関する教育の充実に向けた取組を推進すること。」 

「四 アイヌの人々の民族としての誇りの尊重と我が国の多様な生活文化の発展を図るため,アイヌ
の人々の生活支援及び教育支援に資する事業や,存続の危機にあるアイヌ語の復興に向けた取組,
アイヌ文化の振興等の充実に今後とも一層努めるとともに,アイヌの人々が北海道のみならず全国
において生活していることを踏まえて,北海道外に居住するアイヌの人々を対象とする施策の充実
に努めること。」 

（参議院） 
「四 アイヌの人々に対する差別を根絶し,アイヌの人々の民族としての誇りの尊重と共生社会の
実現を図るため,アイヌに関する教育並びにアイヌへの理解を深めるための啓発及び広報活動の充
実に向けた取組を推進すること。あわせて,本法第四条の規定を踏まえ,不当な差別的言動の解消
に向けた実効性のある具体的措置を講ずること。」 

「五 アイヌの人々の民族としての誇りの尊重と我が国の多様な生活文化の発展を図るため,アイ
ヌの人々の生活支援及び教育支援に資する事業や,存続の危機にあるアイヌ語の復興に向けた取
組,アイヌ文化の振興等の充実に今後とも一層努めるとともに,アイヌの人々が北海道のみならず
全国において生活していることを踏まえて,北海道外に居住するアイヌの人々を対象とする施策の
充実に努めること。」 

 
第３ 法律全文等 

【法律全文】 
 http://www.bunka.go.jp/seisaku/bunkazai/ainu/index.html 

 
【附帯決議全文】 
（衆議院）  
http://www.shugiin.go.jp/internet/itdb_rchome.nsf/html/rchome/Futai/kokudo245982A15732D
564492583D900032AC6.htm 

（参議院） 
http://www.sangiin.go.jp/japanese/gianjoho/ketsugi/198/f072_041801.pdf 
 

 
 

【本件連絡先】            
 文化庁企画調整課アイヌ文化振興係  
  電話 03－5253－4111（内線 4785）  

http://www.bunka.go.jp/seisaku/bunkazai/ainu/index.html
http://www.sangiin.go.jp/japanese/gianjoho/ketsugi/198/f072_041801.pdf
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56．養護教諭及び栄養教諭の標準的な職務の明確化に係る学校管理規則の参考例等の送付に

ついて（令和５年７月５日通知） 

 

 

 

 

 

 

 

５初健食第５号 

令和５年７月５日 

各都道府県・指定都市教育委員会 

人 事 主 管 課 長 

学校保健主管課長       殿 

学校給食主管課長 

教職員研修主管課長 

 

文部科学省初等中等教育局初等中等教育企画課長 

堀 野 晶 三 

 

文部科学省初等中等教育局財務課長 

村 尾 崇 

 

文部科学省初等中等教育局健康教育・食育課長 

         南   野   圭 史 

 

 

 

養護教諭及び栄養教諭の標準的な職務の明確化に係る学校管理規則の参考例

等の送付について（通知） 

 

 

文部科学省においては、令和４年３月以降、養護教諭及び栄養教諭の資質能力の向上に関する調査

研究協力者会議を開催し、養護教諭及び栄養教諭の資質能力の向上に向けた検討を行い、令和５年１月 

17 日に議論の取りまとめを公表したところです。 

議論の取りまとめでは、養護教諭及び栄養教諭について、「各教育委員会において職務内容を定め、求

められる役割（職務の範囲）を明確化」するために、文部科学省が取り組むべき方策として、教諭等

（主幹教諭、指導教諭、教諭、助教諭及び講師をいう。以下同じ。）や事務職員と同様に「標準的な職務

の例及びその遂行に関する要綱の参考例」を示すこととされています。 

これを踏まえ、この度、養護教諭及び栄養教諭の標準的な職務の明確化を図るため                                                                                                                                                         

の小学校及び中学校（義務教育学校を含む。）に係る学校管理規則の参考例（別添１）並びに養護教諭及

び栄養教諭の標準的な職務の内容及びその例並びに職務の遂行に関する要綱の参考例（別添２）を

作成しましたので、その留意事項等と併せて送付いたします。 

「教諭等の標準的な職務の明確化に係る学校管理規則参考例等の送付について（通知）」（令和２年７

月 17 日付け２初初企第 14 号）において、「養護教諭や栄養教諭等その他の職について同様に学校管理規則

等にその標準的な職務を位置付ける場合には、学校種や職による職務の性質の違いにも御留意いただ

きますようお願いします。」としているところですが、各教育委員会においては、本参考例を養護教諭及

令和５年１月の養護教諭及び栄養教諭の資質能力の向上に関する調査研究協力者会議の議論の取りま

とめを踏まえ、養護教諭及び栄養教諭の標準的な職務の明確化に係る学校管理規則の参考例等を作成

しましたので、送付いたします。 
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び栄養教諭の標準的な職務の内容を定めるための基礎資料として活用いただくとともに、必要に応じ

て、本参考例を活用して関係規定等を整備いただき、 養護教諭及び栄養教諭の標準                                                                                                                                                    

的な職務の明確化を図り、養護教諭及び栄養教諭がその専門性を発揮し本来の職務に集中できるよう

な環境を整備していただくようお願いします。 

各都道府県教育委員会におかれては、域内の市（指定都市を除く。）区町村教育委員会に対して、本件

について周知するとともに、本参考例を活用し、養護教諭及び栄養教諭の標準的な職務の明確化を図

ることについて、指導・助言いただくようお願いします。 

 

記 

   

 
１．本参考例の活用について 

養護教諭及び栄養教諭の標準的な職務の内容は、関係法令等を踏まえ、 服務監督                                                                                                                                                     

権者である教育委員会が定めるものであり、本参考例はそのための基礎資料として活用されること

を想定していること。このため、関係規定等を整備する場合には、本参考例で示している規定の仕方

にかかわらず、各教育委員会における既存の規定等との整合性を踏まえ、当該既存の規定等に応じた

適切な形で対応されることを想定していること。 

また、標準的な職務の内容を定めるに当たっては、地域の実情等を考慮した上で定めることが求め

られること。 

 

２．標準職務に掲げる職務等について 

別添２の別表第一及び別表第二に掲げる養護教諭及び栄養教諭の標準的な職務の内容及びその例

（ 以 下 「 標 準 職 務 」 と い う 。） に つ い て は 、 校 務 の 中 で 主 と し て 養 護                                                                                                                                                     

教諭及び栄養教諭が担う職務の範囲並びにその職務に含まれる具体の業務を示したものであること。 

なお、各教育委員会の関係規定において標準的な職務として位置付けられた後においても、養護

教諭及び栄養教諭に対し時間外勤務を命ずる場合は、いわゆる「超勤４項目」に当たる職務に従事す

る場合であって臨時又は緊急のやむを得ない必要があるときに限られるものであることに変わりは

ないこと。 

また、標準職務は、養護教諭及び栄養教諭の標準的な職務の明確化を図り、養護教諭及び栄養教

諭がその専門性を発揮し本来の職務に集中できるようにすることを趣旨として示しているものであ

り、地方公務員法（昭和 25 年法律第 261 号）第 15 条の２第１項第５号に定める標準職務遂行能力におけ

る趣旨とは異なるものであること。 

 

３．適切な校務分掌について 

校長は、学校規模、教職員の配置数や経験年数、各学校や地域の実情等に応じて、具体的に校務

の分掌を定める必要があること。 

その際、校長は、各学校や地域の実情等を踏まえ、別添２の別表第一及び別表第二に掲げていない職

務であっても、「教諭等の標準的な職務の明確化に係る学校管理規則参考例等の送付について（通知）」の別

添２「教諭等の標準的な職務の例及びその遂行に関する要綱の参考例」の別表番号２「主として学校

の管理運営に関すること」に掲げるものを参考にした上で、養護教諭及び栄養教諭の職務とすること

も可能であること。 

こ の ほ か 、 標準職務に掲げていない職務であっても、学校規模、教職員の配置数                                                                                                                                                     

や経験年数、学校や地域の実情等に応じて養護教諭及び栄養教諭が担うことが必要と校長が認めるも

のについては、養護教諭及び栄養教諭の校務分掌に位置付けることが可能であること。その場合に

は、標準職務に掲げている職務を整理又は精選した上で実施することを前提とすることが適切である

こと。 

 

４．事務職員や学校給食調理員、外部人材等との分担・協働を図った業務の実施について 

業務の実施に当たっては、校務分掌に基づいて、養護教諭及び栄養教諭を含む教職員の間で適切に
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役割分担を図るとともに、事務職員や学校給食調理員、教員業務支援員をはじめとした外部人材等と

の分担・協働を図ることが重要であること。 

５．保護者や地域住民等との共有について 

学校管理規則等に養護教諭及び栄養教諭の標準的な職務を位置付けた場合には、その内容等を保護

者や地域住民等と共有し、地域の理解と支援を得るよう十分努める必要があると考えられること。 

別添１ 学校管理規則の参考例 

別添２ 養護教諭及び栄養教諭の標準的な職務の内容及びその例並びに職務の遂行に関する要

綱の参考例 

参  考  教諭等の標準的な職務の明確化に係る学校管理規則参考例等の送付について 

（通知）（令和２年７月 17 日付け２初初企第 14 号） 

 

  

＜本件連絡先＞ 

文部科学省：０３－５２５３－４１１１（代表） 

初等中等教育局 健康教育・食育課（内４９５０） 
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＜学校管理規則の参考例＞ 

 

 
○○立学校管理規則 

 

第○章 組織編成 

 
（養護教諭及び栄養教諭の標準的な職務の内容） 

第△条  教育長は、養護教諭及び栄養教諭の職務の明確化を図るため、標準的な職務の内容

その他養護教諭及び栄養教諭の職務の遂行に関し必要な事項を定めるものとする。 

  

別添１ 
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＜養護教諭及び栄養教諭の標準的な職務の内容及びその例並びに職務の遂行に関する要綱の参

考例＞ 

 

 
養護教諭及び栄養教諭の標準的な職務の内容及びその例並びに職務の遂行に関する要綱 

 

（目的） 

第一条  この要綱は、○○立学校管理規則第△条に基づき、養護教諭及び栄養教諭の標準的な職

務の内容及びその例（以下「標準職務」という。）を明らかにすること等を通じ、もってその専門

性を発揮して職務を遂行できるようにすることを目的とする。 

 
（養護教諭の標準職務） 

第二条 養護教諭の標準職務は、別表第一に掲げるとおりとする。 

 
（栄養教諭の標準職務） 

第三条 栄養教諭の標準職務は、別表第二に掲げるとおりとする。 

 
（養護教諭及び栄養教諭の職務の遂行に係る留意事項） 

第四条 養護教諭及び栄養教諭の職務の遂行に際し、校長が留意すべき事項は次に掲げるとおりとす

る。 

 
（１）別表第一に掲げる養護教諭の標準職務及び別表第二に掲げる栄養教諭の標準職務は、校務

の中で主として養護教諭及び栄養教諭が行う職務の範囲及びその職務に含まれる具体の業

務を示したものであること。 

 
（２）校長は、養護教諭及び栄養教諭の標準職務を参考に、校務分掌を定め、又は見直すこと。その

際に、学校規模、教職員の配置数や経験年数、各学校や地域の実情等を踏まえつつ、養護教諭及

び栄養教諭が担う職務の範囲が曖昧になったり、徐々に拡大したりしないよう、できる限り具体

的に定めること。 

養護教諭及び栄養教諭が業務を実施するに当たっては、校務分掌に基づき、教諭等や養護教

諭、栄養教諭の間で適切に役割分担を図るとともに、事務職員や専門スタッフ、外部人材等との

連携・協力等が求められること。 

 
（３）養護教諭及び栄養教諭の標準職務に掲げていない職務であっても、学校規模、教職員の配置数

や経験年数、学校や地域の実情等に応じて養護教諭及び栄養教諭が担うことが必要と校長が認

めるものについては、校務分掌に位置付けることが可能であること。その場合には、養護教諭及

び栄養教諭の標準職務に掲げている職務を整理又は精選した上で実施することを前提とするこ

とが適切であること。 

  

別添２ 
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別表第一 養護教諭の標準的な職務の内容及びその例 

 

番号 区分 職務の内容 職務の内容の例 

１ 主 と し て

保 健 管 理

に 関 す る

こと 

健康診断、救急処置、感染

症の予防及び環境衛生等に

関すること 

健康診断の実施（計画・実施・評価及び事後措

置） 

健康観察による児童生徒の心身の健康状態の把

握・分析・評価 

緊急時における救急処置等の対応 

感染症等の予防や発生時の対応及びアレルギー疾

患等の疾病の管理 

学校環境衛生の日常的な点検等への参画 

健康相談及び保健指導に関

すること 

心身の健康課題に関する児童生徒への健康相談の

実施 

健康相談等を踏まえた保健指導の実施健康

に関する啓発活動の実施 

保健室経営に関すること 保健室経営計画の作成・実施 

保健室経営計画の教職員、保護者等への周知 

設備・備品の管理や環境衛生の維持をはじ 

めとした保健室の環境整備 

保健組織活動に関すること 学校保健計画の作成への参画 

学校保健委員会や教職員の保健組織（保健 

部）等への参画 

２ 主 と し て

保 健 教 育

に関する  

こと 

各教科等における指導に関

すること 

各教科等における指導への参画（ ティー

ム・ティーチング、教材作成等） 

備考 

（一） 養護教諭は、教育職員免許法（昭和二十四年法律第百四十七号）附則第十四 項に基

づき、当分の間、その勤務する学校において、保健の教科の領域に係る事項の教授を

担任する教諭又は講師となることができるとされており、兼職発令を受けることによ

り、養護教諭としてではなく、教諭・講師として当該職務を遂行することが可能であ

る。 

（二） 校長は、各学校や地域の実情等を踏まえ、上記に掲げていない職務であっても、

教諭等の標準的な職務の内容及びその例並びに教諭等の職務の遂行に関する要綱の

別表番号２「主として学校の管理運営に関すること」に掲げるものを参考にした上で、

養護教諭の職務とすることも可能である。 

 

 

 

 

 

 

 



 

333 

 

 

 

別表第二 栄養教諭の標準的な職務の内容及びその例 

 

番号 区分 職務の内容 職務の内容の例 

１ 主 と し て

食 育 に 関

すること 

各教科等における指導に関

すること 

食に関する指導の全体計画の作成 

給食の時間における児童生徒への給食指導及び食

に関する指導 

上記のほか、各教科等における食に関する 

指導への参画（ティーム・ティーチング、教材作

成等） 

食に関する健康課題の相談

指導に関すること 

食に関する健康課題を有する児童生徒への 

個別的な相談指導（実態把握、相談指導計画の作

成、実施、評価等） 

２ 主 と し て

学 校 給 食

の 管 理 に

関 す る こ

と 

栄養管理に関すること 学校給食実施基準に基づく栄養管理（献立 

作成、栄養摂取状況の把握） 

衛生管理に関すること 学校給食衛生管理基準に基づく衛生管理  

（学校給食施設及び設備の衛生、食品の衛生並びに

学校給食調理員の衛生の管理、学級担任等や学

校給食調理員への指導・助  

言） 

備考 

校長は、各学校や地域の実情等を踏まえ、上記に掲げていない職務であっても、教諭等の

標準的な職務の内容及びその例並びに教諭等の職務の遂行に関する要綱の別表番

号２「主として学校の管理運営に関すること」に掲げるものを参考にした上で、

栄養教諭の職務とすることも可能である。 

  



 

334 

 

 

 

 

  

 

 

２ 初 初 企 第 １ ４ 号 

令和２年７月１７日 

都道府県・指定都市教育委員会 

人 事 主 管 課 長   殿 

 

 

文部科学省初等中等教育局初等中等教育企画課長 

浅  野  敦  行 

（印影印刷） 

文部科学省初等中等教育局財務課長 

森  友  浩  史 

（印影印刷） 
 

教諭等の標準的な職務の明確化に係る学校管理規則参考例等の送付について

（通知） 

 

平成 31 年１月 25 日，中央教育審議会において「新しい時代の教育に向けた持続可能な学校指導・運営体制

の構築のための学校における働き方改革に関する総合的な方策について（答申）」（以下「答申」という。）が取

りまとめられました。 

答申では，学校における働き方改革を進めるにあたり，「学校及び教師が担う業務の明確化・適正化」を確実に

実施するため，文部科学省が取り組むべき方策として，「学校・教師が担うべき業務の範囲について，学校現

場や地域，保護者等の間における共有のため，学校管理規則のモデル（学校や教師・事務職員等の標準職

務の明確化）を周知」することとされています。 

これを受けて，このたび，教諭等（主幹教諭，指導教諭，教諭，助教諭及び講師をい う。以下同じ。）の

標準的な職務の明確化を図るための小学校及び中学校（義務教育学校を含む。）に係る学校管理規則の参考例

（別添１）及び教諭等の標準的な職務の例及びその遂行に関する要綱の参考例（別添２）を作成しました

ので，送付いたします。学校に置かれる職については，学校教育法（昭和 22 年法律第 26 号）等で定められ

ている職を含め，地方教育行政の組織及び運営に関する法律（昭和 31 年法律第 162 号）第33条の規定に基づ

き各学校を設置する地方公共団体において学校管理規則等の規定で定めている職や，地方公務員法（昭和 

25 年法律第 261 号）第 15 条の２第２項の規定に基づき任命権者である教育委員会において教育委員会規則

等の規定で定めている標準的な職として，その存在が既に明記されているものと承知しております。ま

た，もとより，学校に置かれる職の職務内容は，関係法令等を踏まえ，服務監督権者である教育委員会が

定めるものです。 

このため，各教育委員会においては，本参考例を教諭等の職務内容を定めるための基資料として活用い

ただくとともに，必要に応じて，本参考例を活用して関係規定等を 整備いただき，教諭等の標準的な職

務の明確化を図り，教諭等がその専門性を発揮し本来の職務に集中できるような環境を整備していただく

ようお願いします。 

なお，本参考例を活用して関係規定等を整備する場合であっても，本参考例で示して いる規定の仕方

にかかわらず，各教育委員会における既存の規定等との整合性を踏まえ，当該既存の規定等に応じた適切

な形で対応いただくことを想定しています。また，教諭等の標準的な職務の明確化を図る際には，各学

校・地域の実情等についても十分に考慮されるようお願いします。さらに，幼稚園，幼保連携型認定こ

ども園，中等教育学校，高等学校及び特別支援学校について同様に学校管理規則等に教諭等の標準的な

職務を位置付ける場合や，養護教諭や栄養教諭等その他の職について同様に学校管理規則等にその標準

的な職務を位置付ける場合には，学校種や職による職務の性質の違いにも御留意いただきますようお願い

します。また，教諭等をはじめ学校に置かれる職の具体的な職務内容を定める際には，学校管理規則等に位

学校における働き方改革に資するため，平成 31 年１月の中央教育審議会答申を踏まえ，教諭等の

標準的な職務の明確化に係る学校管理規則参考例を作成しましたので，送付いたします。 

参考 
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置付けられる標準的な職務を踏まえつつ，学校規模，教諭等の配置数や経験年数，各学校・地域の実情等に

ついても十分に考慮されるようお願いします。 

このほか，学校管理規則等に教諭等の標準的な職務を適切に位置付ける際の留意点を 下記のとおりま

とめましたので，下記の事項に留意の上，御対応いただきますようお願いします。 

文部科学省としては今後とも，必要な制度改正や条件整備をはじめとして，学校と社会の連携の起点・

つなぎ役として前面に立ち，学校における働き方改革の取組を総合的に進めてまいります。各教育委員会に

おかれては，「学校における働き方改革に関する取組の徹底について（通知）」（平成 31 年３月 18 日 30 文科初第 

1497 号文部科学事務次官通知）も踏まえ，引き続き，学校における働き方改革を進めるために必要な取

組の徹底をお願いします。 

各都道府県教育委員会におかれては，域内の市（指定都市を除く。）区町村教育委員会に対して，本件につ

いて周知を図るとともに，本参考例を活用し，教諭等をはじめとする学校に置かれる職の標準的な職務の

明確化を図ることについて，指導・助言いただくようお願いします。 

 

記 

 

１．本参考例の活用について 

教諭等の職務内容は，関係法令等を踏まえ， 服務監督権者である教育委員会が定め                                              

るものであり，本参考例はそのための基礎資料として活用していただくことを想定していること。このた

め，本参考例を活用して関係規定等を整備する場合であっても，本参考例で示している規定の仕方にかかわ

らず，各教育委員会における既存の規定等との整合性を踏まえ，当該既存の規定等に応じた適切な形で対応

いただくことを想定していること。また，具体的な標準的な職務を定めるに当たっては，各地方公共団体に

おける具体的な職名や各学校・地域の実情等を考慮した上で定めることが求められること。 

 

２．標準職務例に掲げる職務等について 

別添２別表に掲げる教諭等の標準的な職務の内容及びその例（以下「標準職務例」という。）については，

校務の中で主として教諭等が担う職務の範囲を示したものであること。また，各学校に所属する全ての教諭

等が一律に担うことを想定したものではないこと。 

標準的な職務の例を示した「教諭等」とは，校長及び教頭等の管理職以外の学校に おける職であって

学校に関する職務を広く担う職について，標準的な職務を明確にする趣旨から，主幹教諭，指導教諭，教諭，

助教諭及び講師をいうものであり，標準職務例においては管理職が担う職務は示していないこと。なお，職

務の中には，管理職が担うことも考えられる職務も示しているが，教諭等が担うことも想定されるため示し

ているところであり，実際の具体的な校務分掌に基づく役割分担については，管理職も含め，地域や学校の

実情に応じ適切に実施することが考えられること。 

なお，各教育委員会の関係規定において標準的な職務として位置付けられたとしても，教諭等に対し時間

外勤務を命ずる場合は，いわゆる「超勤４項目」に当たる職務に従事する場合であって臨時又は緊急のや

むを得ない必要があるときに限られるものであることに変わりはないこと。 

また，標準職務例は，教諭等の標準的な職務の明確化を図り，教諭等がその専門性を発揮し本来の職務に

集中できるようにすることを趣旨として示しているものであり，地方公務員法第 15 条の２第１項第５

号に定める標準職務遂行能力における趣旨とは異なるものであること。 

 

３．標準職務例に掲げていない業務について 

答申の別紙２（「これまで学校・教師が担ってきた代表的な業務の在り方に関する考え方について」）を踏まえ，

以下に掲げる学校の業務であるものの必ずしも教諭等が担 う必要のない業務や，基本的には学校以外が

担うべき業務については，教諭等の業務の縮減を推進する観点から，標準職務例には掲げていないこと。な

お，これら業務のうち，学校徴収金の徴収・管理に関する業務については，基本的には学校以外が担うべき

業務であり，地方公共団体が担うことが望ましいが，仮に，学校が担わざるを得ない場合であっても，教諭

等の業務ではなく事務職員等の業務とする必要があると考えられるため，別途通知する事務職員の標準的

な職務の明確化に係る学校管理規則参考例等において，事務職員の標準的な職務として位置付けているこ

と。 

【学校の業務であるものの必ずしも教諭等が担う必要のない業務】 
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①調査・統計等への回答に係る対応に関すること 

②児童生徒の休み時間における対応に関すること 

③校内清掃に係る対応に関すること 

④部活動に係る対応に関すること 

【基本的には学校以外が担うべき業務】 

⑤登下校への対応に関すること 

⑥学校外における放課後や夜間などの見回り，児童生徒の補導への対応に関すること 

⑦学校徴収金の徴収・管理に関すること 

⑧地域ボランティア等との連絡調整に関すること（地域学校協働活動の一環として地域学

校協働推進員等が担うべきものをいい，校務分掌等で教諭等の職務の 内容として定めら

れた地域学校協働活動推進員等との連絡調整の職務を除く。） 

 

４．適切な校務分掌について 

校長は，学校規模，教職員の配置数や経験年数，各学校・地域等の実情に応じて，具体的に校務の分掌

を定める必要があると考えられること。 

なお，標準職務例に具体的な職務として掲げていない職務であっても，学校規模，                                              

教職員の配置数や経験年数，各学校・地域等の実情に応じて教諭等が担うことが必要と校長が認める職務

については，校務分掌に位置付けることが可能であること。その場合には，標準職務例に具体的に掲げてい

る職務を整理及び精選した上で実施することが基本的に前提であると考えられること。 

 

５．外部人材等との分担・協働を図った職務の実施について 

職務の実施に当たっては，校長は，校務分掌に基づき教諭等の間で適切に役割分担を図るとともに，事務

職員や専門スタッフ，外部人材等との分担・協働を図る必要があると考えられること。 

 

６．保護者や地域住民等との共有について 

学校管理規則等に教諭等の標準的な職務を位置付けた場合には，その目的や目標を保護者や地域住民等

と共有し，地域の理解と支援を得るよう十分努める必要があると考えられること。 

 

７．事務職員の標準的な職務について 

学校管理規則等に教諭等の標準的な職務を位置付ける際には，事務職員との分担・協働についても適切に

図られるよう，事務職員の標準的な職務についても併せて位置付けることが望ましいこと。その際，別途

通知する事務職員の標準的な職務の明確化に係る学校管理規則参考例等を参考にされたいこと。 

 

別添１ 学校管理規則の参考例 

別添２ 教諭等の標準的な職務の例及びその遂行に関する要綱の参考例 

別添３ 新しい時代の教育に向けた持続可能な学校指導・運営体制の構築のための学校における働き

方改革に関する総合的な方策について（答申）（平成 31 年１月 25 日中央教育審議会）（抜粋） 

 

 

 

 

 

 

 

  

担当：初等中等教育局初等中等教育企画課教育公務員係 

菊地，中村，吉田  

TEL：03-5253-4111（代表）内線 2588 
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＜学校管理規則の参考例＞ 

 

 

○○立学校管理規則 
 

第○章 組織編成 

 

（教諭等の標準的な職務内容） 

第△条 教育長は，教諭等（主幹教諭，指導教諭，教諭，助教諭及び講師をいう。以下この条におい

て同じ。）の職務の明確化を図るため，標準的な職務の内容その他教諭等の職務の遂行に関し必要な事

項を定めるものとする。 

 

  

別添１ 
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＜教諭等の標準的な職務の例及びその遂行に関する要綱の参考例＞ 

 

 

教諭等の標準的な職務の内容及びその例並びに教諭等の職務の遂行に関する要綱 
 

（目的） 

第一条 この要綱は，○○市立学校管理規則第△条に基づき，教諭等（主幹教諭，指導教諭，教諭，助

教諭及び講師をいう。以下同じ。）の標準的な職務の内容及びその例を明らかにすることを通じ，もっ

てその専門性を発揮して職務を遂行できるようにすることを目的とする。 

 

（教諭の標準的な職務の内容及びその例） 

第二条 教諭の標準的な職務の内容及びその例（以下「標準職務例」という。）は，別表に掲げるとおり

とする。 

 

（主幹教諭の標準的な職務の内容） 

第三条 主幹教諭は，別表に掲げるもののほか，校長（副校長を置く学校にあっては，校長及び副校長）

及び教頭の職務を補佐すること及び命を受けて校務の一部を整理すること並びに教諭，助教諭及び

講師の資質の向上を支援することをその標準的な職務の内容とする。 

 

（指導教諭の標準的な職務の内容） 

第四条 指導教諭は，別表に掲げるもののほか，教諭，助教諭及び講師の資質の向上を支援することを

その標準的な職務の内容とする。 

 

（助教諭の標準的な職務の内容） 

第五条 助教諭は，別表に掲げるものについて，教諭の職務を補佐することをその標準的な職務の内容

とする。 

 

（講師の標準的な職務の内容） 

第六条 講師は，別表に掲げるものについて，教諭又は助教諭に準ずる職務を行うことをその標準的な

職務の内容とする。 

 

（教諭等の職務の遂行に係る留意事項） 

第七条 教諭等の職務の遂行に際し，校長が留意すべき事項は次に掲げるとおりとする。 

 

（１）別表に掲げる標準職務例は，校務の中で主として教諭等が行う職務の範囲を示したものであること。

なお，各学校に所属する全ての教諭等が一律に担うことを想定したものではないこと。 

 

（２）校長は，標準職務例を参考に，校務分掌を定め，又は見直すこと。教諭等が職務を実施するに当た

っては，校務分掌に基づき教諭等の間で適切に役割分担を図るとともに，事務職員や専門スタッフ，

外部人材等との連携・協力等が求められること。 

別添２ 
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なお，標準職務例に具体的な職務として掲げていない職務であっても，学校規模，教職

員の配置数や経験年数，各学校・地域等の実情に応じて教諭等が担うことが必要と校長が

認める職務については，校務分掌に位置付けることが可能であること。その場合には，標

準職務例に具体的に掲げている職務を整理及び精選した上で実施することが前提であると

考えられること。 

 

（３）校長が校務分掌を定める際には，学校規模，教職員の配置数や経験年数，学校や地域等の実情を踏

まえつつ，教諭等が担う職務の範囲が曖昧になったり，徐々に拡大したりしないよう，できる限り具体的

に校務分掌を定めること。その際，校長は，校務分掌が細分化し，各教諭等が結果として校務分掌の大部

分を担当することのないよ う，主幹教諭や主任を中心として包括的及び系統的に校務分掌を定めるとと

もに，特定の教諭等に職務が集中するなど職務の偏りが生じないよう，校務分掌の在り方を適時柔軟に見

直すこと。なお，校長は，主任を命じる際には，適材適所で命じること。 
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別表 教諭等の標準的な職務の内容及びその例 
 

番号 区分 職務の内容 職務の内容の例 

１ 主 と し て

学 校 の 教

育 活 動 に

関 す る こ

と 

教育課程及び学習指導に関

すること 

教育課程の編成及び実施並びにその準備（学校行事

等の準備・運営を含む） 

児童生徒の学習評価及び成績処理 

生徒指導及び進路指導に関

すること 

生徒指導体制の企画及び運営児童

生徒への指導援助 

いじめ，不登校等の生徒指導上の諸課題への対応及び

指導 

進路指導方針の策定及び実施 

家庭，地域，他校種及び関係機関との連絡及び調整 

教育相談及び進路相談 

特別な支援を要する児童生

徒のために必要な 

職務に関すること 

個別の指導計画の作成及び活用 

個別の教育支援計画の作成及び活用 

２ 主 と し て

学 校 の 管

理 運 営 に

関 す る こ

と 

学校の組織運営に関するこ

と 

学校経営及び運営方針の策定への参画各種

委員会の企画及び運営 

学年・学級運営 

学校業務改善の推進 

学校評価に関すること 自己評価の企画及び実施 

学校関係者評価等の企画及び実施学校

に関する情報の提供 

研修に関すること 校内研修の企画，実施及び受講 

法定研修その他の職責を遂行するために必要な研

修の受講 

保護者及び地域住民等 

との連携及び協力の推進に

関すること 

関係機関や外部人材，地域，保護者との連絡及び調

整 

その他学校の管理運営に関

すること 

学校の保健計画に基づく児童生徒の指導学校

の環境衛生点検 

学校の安全計画等に基づく児童生徒の安全 

指導及び安全点検 
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別添３ 

○新しい時代の教育に向けた持続可能な学校指導・運営体制の構築のための学校における働き方改革に

関する総合的な方策について（答申）（平成 31 年 1 月 25 日） 

第４章 学校及び教師が担う業務の明確化・適正化 

２．業務の役割分担・適正化を着実に実行するための仕組みの構築 

（１）文部科学省が取り組むべき方策 

学校・教師が担うべき業務の範囲について，学校現場や地域，保護者等の間における共有のた

め，学校管理規則のモデル（学校や教師・事務職員等の標準職務の明確化）を周知。 

 

第５章 学校の組織運営体制の在り方 

２．目指すべき学校の組織運営体制の在り方 

○ また，若手教師の支援の観点からも，主幹教諭や指導教諭の役割は重要であり，文部科学省

は，主幹教諭や指導教諭が校内研修において若手教師の指導力向上に向けて中心的な役割

を果たしている例を収集・周知するとともに，主幹教諭の標準的な職務として，若手教師

の能力向上に関する内容が含まれうることを示していくことが必要である。 

○  文部科学省は，事務職員が校務運営に参画することで，副校長・教頭を含め教師の業務負担

が軽減された好事例・成果を収集・横展開するとともに，標準的な職務内容を具体的に明

示していく必要がある。 

 

【別紙２】これまで学校・教師が担ってきた代表的な業務の在り方に関する考え方について 

 

【基本的には学校以外が担うべき業務】 

④ 地域ボランティアとの連絡調整 

○なお，地域ボランティアの活動に関する学校側の地域学校協働活動推進員等との連絡調整窓口として

は，主幹教諭や事務職員等が地域連携担当として，その役割を積極的に担うことが考えられる。この

推進のため，地域連携担当教職員について，文部科学省は，標準職務の例を示し，教育委員会は，校

務分掌上への位置付けを進めるべきである。 

＜文部科学省に求める取組＞ 

イ 地域連携担当教職員に係る標準職務例の提示及び学校管理規則における規定参考例の提示 


	54．ハンセン病に関する教育の更なる推進について（令和５年11月30日通知）
	55．アイヌの人々の誇りが尊重される社会を実現するための施策の推進に関する法律の施行について（令和元年６月６日通知）
	56．養護教諭及び栄養教諭の標準的な職務の明確化に係る学校管理規則の参考例等の送付について（令和５年７月５日通知）



